
徳
島
県
告
示
第
四
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告

す
る
と
と
も
に
、
当
該
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
五
月
二

十
三
日
ま
で
に
、
県
に
対
し
、
次
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

届
出
の
概
要

１

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
デ
イ
リ
ー
マ
ー
ト

美
馬
市
脇
町
大
字
猪
尻
字
若
宮
南
一
○
○
番
地
一

西
谷

州
弘

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
モ
リ
津
田
本
町
店

所
在
地

徳
島
市
津
田
本
町
四
丁
目
四
五
一
―
一
ほ
か

３

変
更
事
項

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

（一）

変
更
前
位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

収
容
台
数

（２）

建
物
北
側

一
○
○
台

建
物
敷
地
西
側

三
九
台

変
更
後
位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

収
容
台
数

（２）

建
物
北
側

九
一
台

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

（二）

変
更
前
位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

収
容
台
数

（２）

建
物
北
側

五
○
台

建
物
敷
地
西
側

二
○
台

変
更
後
位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

収
容
台
数

（２）



建
物
北
側

七
○
台

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

（三）

変
更
前
位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

容
量

（２）

建
物
内
西
側

二
二
立
方
メ
ー
ト
ル

建
物
内
東
側

一
四
立
方
メ
ー
ト
ル

変
更
後
位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

容
量

（２）

建
物
西
側

一
四
立
方
メ
ー
ト
ル

建
物
内
東
側

一
四
立
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

（四）

変
更
前

小
売
業
者
名

開
店
時
刻

閉
店
時
刻

株
式
会
社
デ
イ
リ
ー
マ
ー
ト

午
前
九
時

午
後
十
時

株
式
会
社
し
ま
む
ら

午
前
九
時

午
後
十
時

変
更
後

小
売
業
者
名

開
店
時
刻

閉
店
時
刻

株
式
会
社
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
モ
リ

午
前
零
時

午
後
十
二
時

株
式
会
社
し
ま
む
ら

午
前
九
時

午
後
十
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

（五）

変
更
前

建
物
北
側

午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で

建
物
敷
地
西
側

午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で

変
更
後

建
物
北
側

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

（六）

変
更
前

建
物
西
側

午
前
六
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

建
物
東
側

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で

変
更
後

建
物
西
側

午
前
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

建
物
東
側

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で

４

変
更
年
月
日

３
の

か
ら

ま
で

令
和
八
年
八
月
九
日

（一）

（三）

３
の

か
ら

ま
で

令
和
八
年
三
月
二
十
八
日

（四）

（六）

二

届
出
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
八
日

三

届
出
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
及
び
徳
島
市
経
済
部
経
済
政
策
課
並
び
に
徳
島

県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ



２

縦
覧
の
期
間

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
三
日
ま
で

四

意
見
書
の
提
出
先
及
び
意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

１

意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号
七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
創
業
・
経
営
支
援
担
当

電
話
番
号
○
八
八
―
六
二
一
―
二
三
六
七

２

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

(一)

意
見
の
内
容

(二)

意
見
を
述
べ
る
理
由

(三)
３

そ
の
他

提
出
さ
れ
た
意
見
書
に
つ
い
て
は
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業

支
援
課
及
び
徳
島
市
経
済
部
経
済
政
策
課
並
び
に
徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
お
い
て
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。


